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客家与多元文化

広西省玉林市における

客家意識 と客家文化

土着住 民 と帰国華僑を対象 とす る予備的考察

河合洋 尚

摘要:迄 今力止 日本的人炎学家根少美注中国西南部的客家及其文化。

本文根据箸者在玉林市的田野考察付槍　西客家的杁同感以及文化,

杁而提出　西客家杁同的変劫性以及　西客家文化与　奈客家文化

的"文 化逆居"現 象。

キー ワー ド:客 家 地姥 帰国華僑 文化 の逆転現象 広西省

客家は、世界各地 に居住す る漢族のサブ ・エスニ ック集 団

であるが、その多 くは、香港、台湾 を含 めた中国東南部に居

住 している。それゆえ、文化人類学では、香港、台湾、福建

省 、広東省 、海南省 など東南部にお ける調査研究が圧倒 的に

28



客家文化論

多い ものの、例 えば中国西南部 の客家にまっわ る調査はまだ

十分に進め られ てい ないω。 こ うした状況 を鑑み て、筆者 は

2012年2月27日 か ら3月5日 にか けて、広西省最大の客家

居住地であ る玉林市で短期のフィール ドワー クを実施 した。

本稿 は、その調査データー に基づ き、玉林市の客家意識 と客

家文化 を考察す ることで、広西省お よび中国西南部の客家の

一端 を紹介す る
。その前 に、広西省の客家 について概観す る

ことに しよ う。

1.広 西 客 家 の人 口 と分 布

中国西南 部 には、広西省 、貴州省 、四川省 、雲 南省 、チ

ベ ッ ト自治省 な どが あ るが、なか で も客家 が相 対的 に多い

と現在考 え られ てい るのは、広西省 と四川省 で ある。その

うち広 西省 に は900万 人 以上 の客家 がお り、全省 人 口の

10%強 を 占め る と考 え られ てい る(2>。他方 で、 四川省 は 、

成都郊外 と東南部 を中心に100万 余 りの客家 を抱 える とさ

れてお り(3)、全省 人 口の約1.1%に 相 当す る。 この よ うに

見 る と、中国西南 部で客家 が最 も多 く、高い比 率で居住す

るの は疑 いな く広 西省 であ る。

それ では、客家 は広西省 の どこに分布 してい るので あろ

うか。鍾 文典 が著 した 『広西客家 』に よる と、広 西省 には、

ほぼ100%の 人 口が客 家で ある「純 客家県」は存在 しない。

(1)た だ し、 金 裕 美 が 、 広西 省 北 部 の三 江 トン族 自治 県 に て先 駆 的 な調 査

を行 って い る。詳 し くは、金 裕 美 「少 数 民族 自治 県 の 漢族 」瀬 川 昌久 ・

飯 島典 子 編 『客家 の 創 生 と再創 生 一 歴 史 と空 間 か らの総 合 的再 検討 』

風 響社(2012年)を 参 照 の こ と。

(2)鍾 文典 『広 西 客家 』 広 西 師範 大 学 出版 社 、2011年 、91頁 。

(3)劉 鎮 発 『「客 家 」 一 誤 解 的 歴 史 、歴 史 的誤 解 』 学 術 研 究 叢 書 、2011

年 、90頁 。

29



客家与多元文化

同省 では、客家 は全域 に分布 してい る。 ただ し、全 体 を見

渡す と、客家 は、東部 に多 く西部 に少ない傾 向がある。具

体的 な数 値 で言 うと、客家 の人 口が最 も多 いのは、東 南部

の玉林 市で あ り、特 に同市 の博 白県 には約85万 人 、陸川

県 には約50万 人 の客家が い る。また、博 白県で客家が 占

める割 合は約65%、 陸川 県で客家 が 占める割合 は約69%

となってい る。その他 、南部 に位 置す る防城港 の市 区 と東

興市 では約50%、 東北部 の賀州市 八歩 区で は約41%、 中

部 の柳 州市柳城 県では約38%、 貴港 市区で は約35%が 、

客家 で 占め られ てい る。ただ し、その反面、西部 の河池市

と百式市で は、1県(河 池市 管轄の羅城 区)を 除き、全 て

の区/県 で 、客家の割合 が3%を 下回ってい るω。
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図1:広 西省地図

(4)鍾 文 典 『広 西 客 家』 広 西師 範 大 学 出版社 、2011年 、59-88頁 。

30



客家文化論

鍾文典の同書 によると、広西省 における客家の起源は、紀

元前219年 、秦軍が50万 の兵 を引き連れて嶺南に入 り、桂林、

象、南海の三郡 を置いた時まで遡れ るとい う(5)。また、客家

の祖先が広西省 に大量に移住 して きたのは、明・清期であ り、

主に広東省 、福建省 、江西省 か ら移入 した。

広西省 の客家 について言及す る際に気 をつけなければなら

ないのは、果た して誰が客家であるのか とい う問題である。

上記 は、現在 のほぼ公的見解 となってい る鐘文典 の説を引用

したが、広西省 における客家の人 口と比率にはズ レが存在す

る。例 えば、2011年 に出版 された 『広西客家』では、広西省

の客家人 口が900万 人 と記 されているが、同年 に徐天河 が著

した 『客家文化与和譜広西』 では、同省の人 口は700万 人で

あ るとしてい る。また、『広西客家』は客家が80余 りの県/

区に分布 してい るとみな してい るが、『客家文化与和譜広西』

は100余 りの県/区 に分布 と記 している(6)。

このような違いは、1933年 に羅香林 が出版 した 『客家研究

導論』 と比べ ると、 さらに顕著である。羅香林は、広西省に

おける客家 の分布 として13の 県/区 しか挙げてお らず、その

全 てが 「二級客住県」、すなわち客家 の全県に占める比率が約

30%の 地区であると考 えていた。羅香林 が挙げた13の 「二級

客住県」を挙 げると以下の表 の通 りとなる。

(5)鍾 文典 『広 西 客家 』 広西 師 範 大学 出版 社 、2011年 、11頁 。

(6)徐 天河 『客 家文 化 与 和譜 広 西 』漸 江 大学 出版 社 、2011年 、7頁 。
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地区名

賀 県

藤 県

柳 城

馬 平

象 県

武 宜

桂 平

平 南

貴 県

博 白

郁 林

陸 川

北 流

現在の呼称

八歩区

藤県

柳城県

象州県

武宜県

桂平県

平南県

貴港市区

博白県

玉林市区

陸川県

北流県

現在の管轄市と位置

賀州市の中央部

梧州市の西部

柳州市の北部

現在の柳州市内か?

来貧市の東北部

来貧市の東部

貴港市の東北部

貴港市の東北部

貴港市の中心地

玉林市の東南部

玉林市の中心地

玉林市の東南部

玉林市の東部

比 率 現在の見解

約30%41.00%

約30%

約30%

1.30%

38.00%

約30%13.70%

約30%6.70%

約30%24.00%

約30%10.74%

約30%13.50%

約30%35.00%

約30%64.64%

約30%

約30%69。00%

約30%14.00%

表1:羅 香林による広西客家の分布 と現在の見解 との比較 ①

表1を 見れ ば一 目瞭然であるが、1930年 代 に羅香林が考 え

ていた客家の分布及び割合 と、現在 の見解(8)とはかな り差が

ある。特に、博 白県 と陸川県は、現在 こそ60%を 超える最大

の客家居住 区であ るとみな されているが、羅香林 は、その半

数 しか認 めていない。逆に、藤県、象州県の よ うに、羅香林

の見積 も りが、現在 のそれ を上回っている事例 も見 られ る。

それでは、なぜ 客家 の人 口や分布 をめ ぐるデーターに大 き

な差 がで きて しま うのか。 まず、羅香林が広西省 まで直接調

査に赴いていなかったため、「正確 さ」に欠 けていた可能性 を

(7)羅 香 林 『客 家研 究導 論 』 上海 文 芸 出版 社(128頁)を 参 照 して筆 者 作

成 。 現在 の 見解 は、 鍾文 典 『広西 客 家』 か ら引用 した。

(8)鍾 文典 『広西 客 家 』 広 西師 範大 学 出版 社 を参照 。
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挙げることはで きるだろ う。羅香林が どの よ うな根拠 と基準

に基づいて広西省 の客家 を認 定 していたのか、彼 らの著作で

は明確に描 かれていない。 だが、羅香林の見解が現在 のそれ

と大 きく異なる理 由について、彼の調査不足だ けに求 めるこ

とはで きないか もしれ ない。 なぜな ら、後述 の通 り、広西省

で客家を 自称す る人 々のなかには、客家語 を話せず 、現地の

広東語系話者 と変わ らない習俗 をもつ者 も少 なくないか らで

ある。また、彼 らは、1980年 代に改革 ・開放政策が始 まるま

で、必ず しも客家 としての 自己意識 を抱いていなかった。っ

ま り、誰を客家 とみ なすのかは、その基準の設定のあ り方に

よって臨機応変に変 わ り得 る。

2,玉 林 市 に お け る客 家 意識

玉林市は、広西省 の東南部 に位 置 してお り、南は広東省湛

江市 と隣接す る。 同市は、都市部の玉州区の他、博 白県、陸

川県、興業県、容県 、北流市 を管轄 している。その うち、客

家が集中す るのは、上述の通 り、博 白県 と陸川県であ り、そ

の他の県で客家が占める割合 は20%に 満 たない。玉林市全体

か らすれば、マジ ョリテ ィであるのは広府系 に属す る玉林人

である。玉林市の絶対的多数 は、広府系か客家系に属す る漢

族で あるが、興業県 にはチワン族の村がある。今回、筆者は

国学院大学 の渡邊欣雄教授 、玉林師範大学 の陳碧准教授 とと

もに、博 白県、陸川県、玉州 区の漢族地域 を訪問 し、客家 とそ

のエ スニ ック・バ ウンダ リーについての調査 をお こなった(9)。

(9)な お 、3月4日 午前 に興 業 県 山心 鎮 のチ ワン族村 で も簡 単 な 聞 き取 り

調 査 をお こな っ た。 こ この村 民 が説 明 す る と ころ に よ る と、彼 らの祖

先 は 山東 省 か ら来 た と昔 か ら信 じ られ て きた とい う。
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その うち筆者が主な調査地 とした博 白県 と陸川県は、玉林

市の南部、広東省寄 りに位 置す る。上述の通 り、この2つ の

県は約3分 の2が 客家系漢族 であり、残 りの約3分 の1が 広

府系漢族 となってい る。 ここで話 され る客家語は、広東省梅

県の客家語 と少 し異なるが、意思疎通 はとれ る。 だが、広府

系漢族が話す玉林語は、広東語の一系統 とはいわれ るが、香

港や広州市で用い られ るそれ とは、かな り異なる。筆者 は香

港や広州市の広東語 はおお よそ聞き取 ることができるが、玉

林語のそれは全 く聞き取れなかった。特に、博 白県では、玉
　 ティ　ラウフ ァ

林語は 「地 姥 話」と呼 ばれてお り、その話者は客家側か らは
　 ティ　ラウ 　 ティ　ラウグイ

「地 姥 」、あるいは差別的な意味を込めて、 「地 姥鬼」 と呼

ばれてきた。

このよ うに、博 白県や陸川県では、2つ の異なった方言が

存在 してお り、特に南部の農村部では、昔か ら客家語 が優勢

であった とい う。だが、少な くとも1980年 代までは、玉林市

区に近い北部 では、む しろ 「地俵話」が優勢であった。例 え

ば、博 白県出身 の客家 であるX氏(40歳 代、A氏 宗族 の有力

者)に よると、北部に位置する博 白県城は、1980年 代まで 「地

姥話」の飛び交 う都会的な場所だったのだ と語 る。彼 は、昔

を回顧 しなが ら次のよ うに語 った。

「私が中学 ・高校 に博 白県城に来た時、ここでは地姥話が主

に話 されていた。当時(1980年 代)は 、地姥話 と言 えば都市

の言葉であ り、それ を学んで話す のが都会的なスタイルであ

った。しか し、2000年 に入 った頃か ら県城の様子は一変 した。

1990年 代 に農村の客家が県城に入 りだす と、客家の勢力が次

第に強くなった。また、博 白県の政府高官や裕福 な商人も客

家で 占められ るよ うになった。今や県城では客家語が権威 を
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もっ ようにな り、地姥話 を話 していた者 も客家語 を話す よ う

になった。地姥話 と客家語の双方使 える者 は客家語 を使 うよ

うにな り、また彼 らのなかには客家を 自認する者まで現れた」。

実際、博 白県の県城 およびその周 囲を歩いてみる と、客家

語が優勢であ り、例えばここの出身 である言語学者 ・王力 も

また客家である と説明 されている。 しか し、王力 の出身村 の

人々は地姥話も話す ことができるだけでなく、かつては地姥

話を主に使っていたのだ とい う。

こうした例は、博 白県では至る ところで見 られ た。た とえ

ば同県頓谷鎮のB氏 一家 は、「地姥話」を話 し、父母 も祖父母

も 「地姥話」の話者であったに もかかわ らず、 自らを客家 で

あると認識 していた。 そ こで、 この一家の祖先 が どこか らや

ってきたのか尋ねた ところ、一家 の老人は、安徽省が彼 らの

ルーツで あると答 えた。彼 らの語 りには、客家の移住ル ー ト

として知 られる、寧化、梅県 といった地名 は出てこず、祖先

が安徽省か らどのよ うに博 白県に辿 り着いたのかも分か らな

いのだ とい う。筆者 が広州市で調査 した時、や は り祖先が安

徽省 か ら移民 してきた と主張する広東語話者に幾度か遭遇 し

てきたが、彼 らはいずれ も客家ではなく広府系漢族 を主張 し

ていた。だが、B氏 は同 じ条件であるに もかかわ らず、客家

を主張 していた。

同様 の例は、陸川県に も存在 していたが、特に興味深いの

は、同県新城のC氏 の事例であった。ここでは、玉林語を 「白

話」 と呼んでお り、C氏 が祖先代々 日常的に話 してきたの も

「白語」であった。だが、彼 らのアイデンティテ ィを聞 くと、

B氏 と同 じく、客家であった。B氏 の事例 と同様 に彼 らのル

ーツを聞いた ところ、 ここの老人は、彼 らの祖先が江西省 の
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「珠機巷」か らや ってきたのだ とい う。実際にC氏 の族譜 を見

せて もらうと、彼 らの始祖は江西省吉安府西門珠機巷 の出身

であ ると記載 されていた。

筆者 は広東省で長年調査を してきたが、C氏 の事例 には驚

きを隠せなかった。 なぜな ら、東南部では一般 的に、江西省

吉安府や珠機巷か ら嶺南に移住 した漢族 は広府系である、 と

みな されているか らである(10)。C氏 の場合、珠機 巷か ら博 白

県に移住 してお り、また広東語系統の言葉 を祖先代々話 して

いる。それ ゆえ、観察者 の眼か らすれば、彼 らは明 らかに広

府系漢族であった。 にもかかわ らず、彼 らは客家 としての 自

己認識を もっている。

では、なぜ彼 らが客家 と自認 しているのかについて、ある

老人の語 った一言 は印象深い ものであった。っま り、 この地

において 「白話」 を話す者は遅れて移住 してきたので、彼 ら

は 「客」であるのだ とい う。つま り、彼 らは、「広東省 ・福建

省 ・江西省の境界地区か ら移住 してきた客家語話者」 とい う

現代的な客家観ではな く、遅れて移住 してきた外 来者(す な

わち 「客」)と みな していたのである。さらに、外 部か ら学者

や政府関係者がやってきて、彼 らが客家であると言いだ した

ことも、彼 らが客家アイデンテ ィティを獲得す る契機 となっ

ていた。彼 らは大夫弟 と呼ばれ る集合住宅に住んでお り、そ
セへお く レへ りゅ うおく

の形状は、代表 的な客家建築 とされ る囲屋 もしくは囲龍 屋 に

似ている。また、住民に 「客」意識 があったので、囲屋建築

に住む客家 とい うイメー ジをつ くりだす ことで、地元政府 は、

ここの観 光化 を進め ようとした。こ うして、彼 らは、「客」だ

(10)河 合 洋 尚 『相 律す る景 槻一 中 国広 州 市 の都 市 景観 再 生 をめ ぐ る人類

学 的研 究』 東京 都 立 大 学提 出博 士論 文 、2009年 、60頁 。
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けで なく、現代 的な客家 としてのアイデ ンテ ィテ ィを獲得す

るよ うにもなってい った。

これ らの事例 に見 られ るように、博 白県や 陸川県にお ける

客家 としての 自己意識は、近年創 られた側 面が往々に してあ

る。博 白県で筆者 をアテ ン ドして くれた先述 のX氏 は、 自身

もまた最近になるまで 自身 と自身の一族が客家であるこ とを

知 らなかったのだ とい う。X氏 に よると、現在で こそ玉林市

全体で客家 とい う言葉は広 く行 き渡 っているが、1980年 代に

なるまで博 白県 の多 くの住民は、客家 とい う言葉を知 らなか
　 ジ ガ ニ ン 　 ゴンンガイワニ ン

った。それまでは 自身を 「自家人」または 「講催 話人」など

と呼んできたのだ とい う。X氏 と彼 の一族(A氏 宗族)・ 友人

が自らを客家である と知ったのは1990年 代であ り、この頃、

政府 が標準 中国語の普及活動 を展開 した時、 自らの方言集 団

が客家 と呼ぶ とい うことを教 え られたのだそ うだ。

この ように、1980年 代以降、客家 とい う概念が玉林市 に導

入 され るよ うにな り、それ以降、 ここの少 なか らず の住民が

客家 としての 自己意識に 目覚 めるようになった。A氏 は、客

家語 を話 し、江西省南部の安遠県か ら移住 したとい う伝 承を

もつので、「広東省 ・福建省 ・江西省の境界地 区か ら移住 して

きた客家語話者 」 とい う現代的な客家観 を抵抗な く受 け入れ

ることができた。ただ し、B氏 やC氏 の ように、広東語系統

の言語 を話 し、広東省 ・福建省 ・江西省 の境界地区にルーツ

をもたない一族 まで もが客家 としての 自己意識 を喚起 してい

ることは、注 目に値す る。C氏 の場合、その要因 となったの

が 「客」意識であ り、また、囲龍建築の住 民=客 家 と決 めっ

けるステ レオタイ プ的な客家文化像であった。

X氏 が述べていた ように、かつての博 白県では地姥話 に都
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会的なイメージが付与されていたが、現在では、客家語 に権

威が与え られるよ うになっている。特に、2006年11月 に博

白県政府の主催 で 「第一回客家文化節」を開催 して以来、博

白県 と陸川 県は、客家 をブラン ドとして地域開発 をす る戦略

を開始 している。 こうした社会政治的な状況のなか、客家語

を話 し、客家 を名乗 ることは、現在、政策的 ・経済的な側面

で もプラスに働 くようになっている。

3.玉 林 市 に お ける客 家 文化

近年、客家系漢族 と広府系漢族 のエスニ ック ・バ ウンダ リ

ーは変化 してい るが、両者 には所属意識 の上での区別がある

ことは確 かで ある。博 白県や陸川県では、客家語 と玉林語 の

双方 を話せ る者は少 なくないが、所属意識の うえでは 「客家

系でもあ り広府 系でもある」 と答 えた者 はお らず、二者択一

で回答 していた。 では、客家系漢族 と広府系漢族は、文化の

上で どれ だけ差異を互いに認めているのだろうか。 この問題

について、まず年 中行事 について見てい くとしよ う。以下に

挙げた表2は 、東平鎮のA氏 宗族か ら聞いた彼 らの年 中行事

の内容である。

日

旧暦1月1日

旧暦1月2日

旧暦2月15日

旧暦2月2日

旧暦2月16日

行事名

初

開 年

元宵節

龍拾頭

春 祭

内容

何 もしない。素食を食べ る。

獅子舞な ど、活動を開始す る。

「楡 菜 」 をす る こ と が あ る。

東平鎮ではな く、他 の鎮で龍舞 をお

こな う一派 もいる。

祠堂で祖先祭祀 をおこな う。
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旧暦3月3日

新暦4月5日

旧暦5月5日

旧暦7月15日

旧暦8月16日

新暦9月9日

新暦12月22日

三月三

清明節

端午節

鬼 節

秋 祭

重陽節

冬 至

(これ は少数民族の祭 りであ るか ら

漢族 であるA氏 はや らない)

個々の祖先の墓参 りをす る。

祖 先 崇 拝 を す る が 、 ドラ ゴ ン ボ._._

ト ・レー ス は や ら な い 。

祖先供養 をす る。

祠堂で祖先祭祀をお こな う。

祠堂で個別 に祖先祭祀をす る。

特 に何 もしない。

表2:博 白県東平鎮A氏 の年中行事

表2を 見れば一 目瞭然であるよ うに、A氏 の年中行事 は、

東南部 の客家は もちろん、他の漢族 と比べ ても大差 ない。A

氏は春祭 と秋祭 を非常に重視 しているが、広東省梅県で もこ

れ らの祭 りを盛大 にお こな う一族 はある。おそ らく東南部の

客家地区 と比べて比較的珍 しいのは、元宵節 に行 う 「楡 菜」、

お よび旧暦2月2日 に東平鎮の外 に住む分家が行 う「龍拾頭」

の習俗 であろ う。前者は、「菜choi」 が 「財choi」 と同音 と

い うことにあやか り、 この 日に(暗 黙の了解の もとで)隣 人

の畑か ら野菜 を少 し盗む。他方、後者 は、雨を司る龍王 を祀

る 日であ り、龍舞 を しなが らパ レー ドを して年内に十分 な雨

が降 るよう祈願す る祭 りである。だが、この二つの行事 は現

地特有の客家文化 であるのか どうか とい うと、そ うで もない。

この二つの習俗は博 白県、陸川県、玉州 区の広府地域 にも存

在す るか らである。

実際、A氏 に 「あなた達の年 中行事 は地姥 たちのそれ とど

こが違 うのか」 と聞いても、皆 「基本 的には同 じ」 と答 えて
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いた。唯一違いを強調 され ることがあったのは、表2の よう

に年一回す るのではなく、季節 の折 り目の旧暦8日 に催 され

る とい う 「倣社」 とい う儀礼であった。A氏 一族 の話による

と、「倣社」は、木の下にある土地伯公を拝み、米や豚な どを

供えて村中の平安 を祈 る大 きな儀式で、同地 の地姥語話者 は

それ を しないのだとい う。ただ し、玉州区永上村 のある広府

系漢族村では、毎年 旧暦4月6日 に 「倣社 」を盛大にす るの

で、実際には客家だ けの習俗 とはい えない。現段階では、玉

林市の客家系漢族 と広府系漢族 の間に、決定的な差異を見 出

すのは難 しい。

しか しながら、その一方で、現在の玉林市には、客家を資

源 として経済発展 を促 そ うとす る動きがある。 こうした動 き

のなかで、客家の多い博 白県や陸川県の有名 な特産物を、客

家の名の もとで売 り出 してい こうとする戦略 が採択 され るよ

うになってい る。た とえば、陸川県で有名 な豚足、蛇酒、鍋

な どは、陸川客家商会の会館 で も並べ られるよ うになってお

り、客家の名の もとで宣伝 され始 めてい る。 また、陸川県の

観光名所である謝魯 山庄では、山歌な どの芸能、および地元

の料理が、客家文化 として看板 に表記 されていた。

現在、玉林市で客家文化産業の最大のターゲ ッ トとなって

いるのは食 である。言い換 えれば、食は、玉林市にお ける客

家 らしさを醸 し出す最 も重要な資源の一つ となってい る。で

は、玉林市では、何が地元の客家料理 として提示 されている

のだろ うか。上述 の陸川豚足の他 、玉林市で客家料理 として

提示 されてい る料理のい くつかは、非常に興味深い ものであ

った。まず、玉林 の代表的な料理 として 「豚肚鶏包」 とい う

鶏を入れた火鍋 があるが、これは客家だけが特 に食す料理 で
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はないため、何を根拠 に客家 を語ってい るのか理解 に苦 しむ

ものであった。 次に、玉林市で客家料理 として宣伝 されてい

る料理には、「白切鶏」(鶏 のスチーム)や 「牛雑」(牛 の様々

な部位 と大根 をおでんのよ うに煮 る)が あ り、それぞれ 「客

家 白切鶏」「客家牛雑」な ど客家の二文字を頭 につけて売 り出

され ることもあった。だが、 この二つの料理 は、広東省 や香

港では広府料理 とみ なされ る傾 向が強 く、広州では代表的な

広府 料理 として売 り出され ることす らあ る(11)。

以上の食の事例 のよ うに、東 南部では広府系漢族の文化 で

あるのに、西南部 では客家の文化 になるとい う 「文化の逆転

現象」は建築の面でも見 られた。例 えば、広東省 では、青 レ

ンガの壁 、横木の門、そ して耳の如 く丸 く突 出した屋根(広
　 ウォイチョン

州市近郊では 「鐘 耳壁」 と呼ばれ る)は 、いずれも広府建築

の典型 的な構成要素であるとみな されている(12)。しか し、博

白県や 陸川県では、客家 の建築 として紹介 された建築の多 く

に、これ らの建築パー ツが見 られた。(巻頭 カラー写真2頁 上

段 「博 白県の客家建築に見 る青 レンガの壁 と鎮耳壁」参照)

また、東南部では客家文化 とされている囲屋建築が、玉林

市では広府系漢族 の住居 であるとい う、逆の認識 も見 られた。

例 えば、玉州区の北郊外 に位 置する高 山村 を初めて訪れた と

き、筆者 はここが客家村 でないか と思 った。 とい うの も、彼

らは、玉林語 を話 してはいた けれ ども、祖先が山東省(つ ま

り中原)よ り南下 していたことを強調 していたし、何 よ りも

彼 らは客家 の 「故郷」 として有名 な梅 県の客家建築 囲龍

(11)河 合 洋 尚 「都 市化 と食景 観 の創 造 一 広州 の広 東料 理 」河合 利 光(編)

『世 界 の食 を学 ぶ』 時 潮社 、2011年 、123-143頁 。

(12)河 合洋 尚 『相 律 す る景観一 中 国広 州 市 の都 市景 観 再 生 を め ぐ る人類

学 的研 究 』 東 京都 立大学 提 出博 士 論 文 、2009年 、 第4章 。
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屋に似た集合住宅に住 んでいたか らである。 しか し、彼 らに
　 ジイ　オッヤンガ　

は客家 としての自己意識 はなく、自身 を 「住 屋 人家」と称 し

ていた。同行 した陳壁 に よると、現地において 「住屋人家」

は、広東語 系漢族 に相 当す る表現なのだ とい う。

「何 が客家文化であるのか」とい う認識は、東南部 と玉林市

では異なっている。 このことは、博 白県東平鎮松洞村の義民

廟 の事例 に端的に現れていた ように思 う。この地には、「義勇

祠」 と呼ばれ る義民廟 があ り、それを管理 しているA氏 の老

人が言 うには、太平天 国の乱およびその前の天地会の抗争で

死去 したA氏 内外 の者 を、葬って祀ったものである。義民廟

およびそれ にまつわ るス トー リーは、言 うまで もなく、台湾

を始 めとす る東南部では、客家の文化 として説 明 されるもの

である。 しか し、A氏 には、 これが客家文化だ とい う意識は

存在 していない。つま り、東南部で典型的な客家文化 とされ

ているものが広西省の地 にあるにもかかわ らず、それは客家

文化 として表象 されていないのである。客家文化政策が進む

博 白県で、この義民廟は後に客家文化 として 「発見」 され る

可能性 もあるが、現在 は、まだ東南部 における客家文化表象

と接続 されていない。(巻頭 カラー写真2頁 下段 「義勇祠の殿

内で祀 られている戦死者の位牌」参照)

4.帰 国華 僑 の語 りとの比 較

これまで、玉林市にお ける客家系漢族のアイデンテ ィテ ィ

と文化 について、広府系漢族 との比較 から述べてきたが、彼

らはいずれ も同市で生まれ育った、いわば土着住民である。

しか し、玉林市の客家 について論 じる際に注意 しなけれ ばな

らないのは、 この地には、外部か ら移住 して きた客家 も存在
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している とい うことである。特に、玉林市は、華僑 の輩出地

として も知 られてお り、なかには海外の華僑社会か ら戻 って

きた帰 国華僑 も居住 している。彼 らは、同 じ客家系漢族 と言

って も、人生経験や文化 の うえで土着住民 とは異なってい る。

筆者 は、イ ン ドネシアか ら帰国 し玉州 区に住 んでいる数名 の

客家華僑か ら話を聞 くことができたので、ここで簡単な比較

を してお きたい。

中国人が 中国南部か ら東南アジアに移住 した歴 史は、少 な

くとも唐代に遡るこ とができるが、王虞武が言 うように、移

住が劇的 に増加 したのは19世 紀半ば以降の ことである(13)。

筆者 がイ ンタヴュー したD氏(60歳 代)の 祖父母 が広東省掲

陽市か らイ ン ドネ シアのスマ トラ島に移 民 したの も19世 紀

であ り、彼女は、中国人ではあったが、家庭 と中華学校以外

ではイン ドネシアを使い、また、イ ン ドネ シア化 した中華料

理(プ ラナカ ン料理)を 食べていた。他方 で、E氏(60歳 代)

の父母は広東省梅県か らイ ン ドネ シアのジャワ島に移住 した

が、同 じ中国人同士で も方言が異 なる場合 は、イン ドネ シア

語で会話 していたのだ とい う。彼 らは、幼少期か ら華人学校

で勉強 し、標 準中国語 も勉強 してきたが、イ ン ドネ シアで華

人排斥の動きが強ま るにつれ、華人学校 が閉鎖 され、勉強す

る場 を失 った。そ こで、1960年 、D氏 は11歳 、E氏 は14歳

の時に家族 とともに広州市の黄哺港 を経 由 して、中国に帰国

した。

当時、イ ン ドネ シアか ら帰国 した華僑は、卒業後、華僑農

場や華僑林業に配属 されるケースが多 く、D氏 とE氏 は とも

 (13)  Wang,  G. W. "The Origin of Hua-Chiao," In G. W. Wang (ed.) Community 
   and Nation: China, Southeast Asia and Australia. Allen and Uniwin, 

 pp.  1  -1  0
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に柳州市柳城 にある華僑農場で働 いた。彼 らが柳城 の華僑農

場を選択 したのは、単に都市に近い華僑農場 に行きたかった

とい うだ けの理由か らだ とい う。彼 らがイン ドネシアに行 く

前、聞いていた中国のイ メージは非常に美 しく、B氏 の父親

な どは中国に行 くのが夢 であった。だが、実際に中国に戻 っ

て柳県に住 んでみ ると、騙 された気分で一杯 にな り、一 日で

も早 く中国を離れたかったのだそ うだ。現に、1979年 に改

革 ・開放政策が始ま り、出国が許可 され るよ うになると、D

氏 とE氏 の家族 の大半は香港に移住 した。 も ともと彼 らも香

港への移住 を申請 したが、政府か らの許可が下 りず、華僑農

場 を離れ て玉林市に移住 してきた。そこで、どの ような点で

現地への適応 に苦 しんだのか尋ね ると、E氏 は、気候 と隔離

の2点 を挙 げた。

E氏 によると、彼 らは同 じ客家 と言 っても、イン ドネ シア

で生まれ育 ってい るため、食べ る物 も着る服 も異 なる。彼 ら

は、イン ドネシアの料理に慣れてお り、客家ではあるが広西

省の客家料理には慣れ親 しんでいない。だが、彼 らの説明で

は、食へ の適応はそれほ ど困難でなかった。香港 に移住 した

家族 に食材を買ってきて もらい、 自分でナシゴレン、アヤム

ゴレン、サデー、カ レー、カ ドカ ドなどを作 ることもで きる

か らだ とい う。 しか し、イン ドネシアは暖かかったので、広

西省 の寒い冬だ けは耐 え難 かった とE氏 は語った。

だが、E氏 が中国で耐え難かったのは、気候の問題 よりも

む しろ社会的な待遇 の方であった。彼 らは、同 じ中国人であ

るにもかかわ らず、華僑 として土着住民か ら隔離 され、華僑

農場 の農民 として土地に縛 り付け られた。 また、海外 に親戚

がいる とい う理 由か ら、文化大革命 が起きると攻撃の的 にな
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り、資産階級 と して警戒 された。生活 は保障 されていたので

土着住 民か ら羨望 の眼差 しで見 られることはあったが、異な

る集 団 として見 られ、通婚 どころか 日常的な接触 もあま りな

かった。

E氏 が当時 を振 り返って言 うには、彼 らが客家であるとい

う身分 は、何 も役 にも立たなかった。まず、E氏 はイ ン ドネ

シアにいた頃か ら客家 としての 自覚があったが、広西省で同

じ方言 を話す者 には、最近にな るまで客家 としての 自己意識

がなかった。次に、彼 らが同 じ客家であ ることを教 えよ うに

も、地理的 に隔離 されていたため、土着住 民 と親交を築 く機

会が限 られていた。最近でこそ客家が現地社会で着 目され る

よ うになってい るが、当時は、客家であ るか否か とい うこと

は重要 ではな く、帰国華僑であ るか土着住民であるか とい う

区分の方が分かれ 目になっていた。E氏 は、「帰国華僑 と土着

住民の間にはそれ ほ ど溝 があ った」のだ と強調するのであっ

た。

以上の語 りを本稿 の関心か ら捉 えなお してみると、主に2

つの興 味深い事実が浮かび上がって くる。第一に、玉林 市の

客家は一様ではな く、帰国華僑が歩 んできた人生、お よび生
　 ジ ガ ニ ン

活習慣 は、それまで 自身を 「自家人」な どと称 してきた土着

の客家系漢族 と異なっている。彼 らは、香港、イン ドネシア

な どと境界 を越 えたネ ッ トワー クを紡いでお り、た とえば外

部か ら食材 を送 って もらうこ とで食文化への適応 も果た して

いる。第二に、玉林 の土着住民が客家 としてのアイデ ンテ ィ

ティを獲得 したのが最近であるのに対 し、帰国華僑 であるE

氏 らは、すでに1960年 代以前か ら客家 としての身分 を知って

いた。 しか し、以前の広西省 では客家で あることが社会的に
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認知 され てお らず、それ ゆえ彼 らは客家 とい う絆 によるネ ッ

トワークを構築す るに至 っていなかった。帰国華僑に よる語

りか らは、広西省にお ける客家の文化 とアイデンティテ ィを、

よ り複眼的 な視線か ら捉 えてい くべき とい うことを教 えてく

れ る。

5.要 約 と展望

以上、玉林市におけるフィール ドワー クを通 して、広西省

における客家のアイデ ンティテ ィと文化について若干 の記述

と考察 をお こなった。本稿 は、短い調査期間で得 られたデー

ターを前提 とは しているが、現時点 で明 らか になったこ とを

要約す ると次の よ うになる。

① 広西省 において誰が客家であるかは変動 しうる。また、客

家へ の自己認識は帰国華僑 の方が早い。

② 客家系漢族 と広府系漢族 の間のアイデンティテ ィの揺れ

動きには、近年の客家文化政策が関連 している。

③ 一般的に、客家系漢族 と広府 系漢族 の文化の差は明確 には

認識 され ていない。

④ しか し、客家文化産業の推進 によ り、食文化 をは じめると

す る一部 の文化要素が、客家のもの として宣伝 され始めて

いる。

⑤ ただ し、玉林市で客家文化 とされてい るものは、往々に し

て地元の特産品である。

⑥ したがって、東南部の客家文化 と接続す る作業がまだ乏 し

い。

⑦ それ によ り、珠機巷、白切鶏 、牛雑 といった東南部では広

府文化の代表 とされ るものが、広西省 では客家文化のシン
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ボル となる 「文化 の逆転現象」が生 じてい る。

本稿 で提示 した要約は、あくまで玉林市の数か所 で実施 し

た聞き書 きか ら導 き出され たものにす ぎない。今後 、玉林市

内や広西省 の他 の地域に も調査の手 を広げることで、上記の

要約 を、再確認 あるいは再考 してい く必要が ある。 また、本

稿で示 した事例 は、2012年3、 月とい う特定の 日時において実

施 したものであるか ら、時間の経過に より本稿で提示 した見

解は変化 しうる。特に、先の要約⑥で示 した よ うに、現段階

では、東南部 の客家文化 の接続 が一部に とどまってい るが、

今後、東南部 の客家地域 と共通す る文化要素が、玉林市およ

び広西省 で次 々 と 「発見」 され てい く可能性がある。

言 うまで もな く文化 は変化す るものであ り、現在、広西省

における客家 のアイデンテ ィティと文化 は一連の政策的影響

を受 けて、変動 の渦中にある。 この よ うな状況のなかで、本

稿で挙げた事例が どの ように変化 してい くのか、その権力的

プ ロセスを読み解いてい く作業が、今後必要になってい くで

あろ う。

付記:本 稿 では、客家語のル ビに○印を、広東語のル ビに●

印をつ けた。本稿で調査 の対象 とした玉林市の広府系漢族は

正確 には、香港や広州市で話 され る標準広東語 ではな く、独

自の玉林語 を操 る。 だが、彼 らは玉林語 を解 さない筆者 のた

めに標準広東語 で話 していたので、後者 を用いてル ビをふ っ

た。

(作者:日 本 ・国立民族学博物館機関研究員、

中国 ・嘉応大学客家研 究所客員准教授 社会人類学博士)
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